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第５章 計画の推進

 

（１）計画の進行管理 

〇 この計画は、住民、ボランティア、ＮＰＯ、関係機関・団体、サービス提供事業者、企業

など、地域で活動するあらゆる行動主体と行政との協働のもとで、計画の推進を図ってい

く必要があります。 

〇 また、精華町社会福祉協議会が推進する「精華町地域福祉活動計画」との協調のもとで推

進するものです。 

〇 その上で、計画の進行管理については、本町全体の地域福祉の推進体制を再編し組織する

会議体（例；（仮称）精華町地域共生審議会）からの適切な評価を得ながら行います。 

 

（２）新たな財源の確保と有効活用 

〇 改正社会福祉法において「『住民に身近な圏域』において、地域住民等が主体的に地域生

活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備に関する事項」が規定されました。 

〇 国指針において、地域の課題に地域で対応していくための財源等として、地域づくりに資

する事業の一体的実施、共同募金によるテーマ型募金、クラウドファンディング、SIB（ソ

ーシャルインパクトボンド）、ふるさと納税、社会福祉法人による地域における公益的な

取り組み、企業の社会貢献活動との協働などが例示されています。本町でも新たな財源の

確保と有効活用について、積極的に取り組んでいきます。 

 

（３）圏域・京都府等との連携・協調 

〇 サービス調整や外国人人材の受け入れも含めた福祉人材の育成・確保、国への要望など、

山城南圏域や京都府との調整・連携により取り組むべき事柄については、情報共有などを

密に図りながら協調して対応します。 
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③ バリアフリー化と合理的配慮の推進 

地域生活や諸活動・交流の場にすべての住民が参加しやすくなるよう、公共公益施設・道

路のバリアフリー化と移動円滑化を推進するとともに、様々な情報伝達・コミュニケーショ

ンやその他の社会参加の機会に係る合理的配慮の拡大・浸透を図ります。 

 

取り組み 内容 

公共公益施設のバリア

フリー化の推進 

〇 「精華町やさしいまちづくり整備指針」に基づいて、すべての人が

安心して快適に生活できるよう、ユニバーサルデザインに配慮し、

利用者の視点に立って施設や交通機関等のバリアフリー化を進め

ていきます。 

〇 公共施設の長寿命化計画を策定し、「老朽化の改善」や「機能の充

実」等を図ります。 

円滑な移動の確保 

〇 誰もが地域の交流の様々な機会に出向くことができるよう、安全な

道路・交通環境を整備するとともに、移動支援の充実や町の循環バ

ス「くるりんバス」など公共交通機関の利便性の向上に努めます。 

〇 利用者それぞれの要望に応える新たな交通手段について検討しま

す。 

合理的配慮の拡大 

〇 行政が行う住民サービスや各種の制度、計画、広報・刊行物等につ

いて、その重要性・緊急性などを勘案しながら、順次、必要な合理

的配慮を図っていきます（外国人住民への対応を含む）。 

〇 自治会活動や文化・スポーツ活動など、地域で行われる様々な活動

において、合理的配慮を促進します。 

 

【役割分担のイメージ】 

（自助） 

〇 自分の住む地域の道路・歩道について高齢者や障害のある人、乳幼

児連れの保護者等の気持ちに立って考える。 

〇 行政や地域が開催するバリアフリー学習の場に積極的に参加する。 

〇 自分の住む住宅について、高齢者や障害のある人になったときのこ

とを意識する。 

〇 違法や迷惑となる駐車・駐輪をしない。 

 

（互助・共助） 

〇 事業者はバリアフリーの情報を提供し、相談に応じるように努める。 

〇 地域の中にあるバリアフリーの必要性を把握する。 

〇 地域の高齢者・障害のある人の移送手段を把握し、移動困難者の状

況を理解する。 

 

（公助） 

〇 道路・歩道の整備を行う。 

〇 住宅の改造等に係る資金の助成等についての情報提供をする。 

〇 高齢者や障害者向け住宅の入居支援に努める。 

〇 高齢者や障害のある人の移動支援に関する事業の周知を図る。 

〇 合理的配慮の啓発に向けて、町内の各種団体等を対象に研修を行う。 
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